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小学校・保育所（園）など
民生委員・主任児童
委員、子ども子育て
プラザなどの事業
所・社会資源

未就学児・就学児家庭など

DV・児童虐待担当 こども相談担当（保育士）

家庭児童相談員 ４歳児訪問事業担当（保健師）

未就学児相談支援事業担当（保育士） 児童虐待予防事業心理相談員（心理士）

児童虐待予防事業専門相談員 スクールソーシャルワーカー

こどもサポートネット推進員 不登校支援コーディネーター

区役所（子育て支援室）※チームリーダーを中心とするスタッフ

連携
連携

要保護児童対策地
域協議会、スク
リーニング会議Ⅱ
（※こサポと学校の連携会

議）などを開催し、
個別対応などの関
係機関との連携を
図る

相談・支援相談・支援

不登校児等の
居場所づくり

（このはなす
まいるルーム
事業など）

参加

場の提供、事業展開 連携

相談・支援
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